
平成３０年度監査テーマ：試験研究機関について

担当課別の措置状況　（※１つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため、上記 「指摘・意見の数」 とは一致しない。）

措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置 措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置

1 1 22 22

保健製薬環境センター 6 6

工業技術センター 8 8

農林水産総合技術支援センター 1 1 8 8

1 1 14 14

保健製薬環境センター 4 4

工業技術センター 3 3

農林水産総合技術支援センター経営研究課 6 6

農林水産総合技術支援センター畜産研究課 1 1

農林水産総合技術支援センター水産研究課 1 1

21 21 39 39

管財課 1 1 8 8

保健製薬環境センター 2 2 6 6

工業技術センター 6 6

農林水産総合技術支援センター経営研究課 6 6 5 5

農林水産総合技術支援センター畜産研究課 6 6 5 5

農林水産総合技術支援センター水産研究課 6 6 5 5

会計課 4 4

1 1 3 2 1

農林水産総合技術支援センター 1 1 3 2 1

24 24 78 77 1

100% 100.0% 100% 98.7% 1.3%

（参考）

令和４年６月２４日公表分

指摘・意見の数　　指摘２４（うち措置済み２３、検討中１、未措置０）　　意見６２（うち措置済み４７、検討中１５、未措置０）

令和３年５月２８日公表分

指摘・意見の数　　指摘２４（うち措置済み２３、検討中１、未措置０）　　意見６２（うち措置済み４７、検討中１５、未措置０）

令和２年５月２９日公表分

指摘・意見の数　　指摘２４（うち措置済み２３、検討中１、未措置０）　　意見６２（うち措置済み４７、検討中１５、未措置０）指摘２４（うち措置済み２３、措置中０、措置予定１、検討中０、不措置０）　　意見６２（うち措置済み５４、措置中０、措置予定５、検討中３、不措置０）

令和元年９月３０日公表分

指摘・意見の数　　指摘２４（うち措置済み２３、検討中１、未措置０）　　意見６２（うち措置済み４７、検討中１５、未措置０）

措 置 状 況 総 括 表
令和５年６月３０日公表分

指摘・意見の数 指摘２４（うち措置済み２４、措置中０、措置予定０、検討中０、不措置０）　　意見６２（うち措置済み６１、措置中０、措置予定１、検討中０、不措置０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措置状況
　担当課等

指　　　　　摘 意　　　　　見

Ⅲ　物品管理

Ⅰ　試験研究

Ⅱ　契約事務

Ⅳ　公有財産管理（普通財産（土地））

合計（※）

構成比

指摘２４（うち措置済み２４、措置中０、措置予定０、検討中０、不措置０）　　意見６２（うち措置済み６０、措置中０、措置予定２、検討中０、不措置０）

指摘２４（うち措置済み２３、措置中１、措置予定０、検討中０、不措置０）　　意見６２（うち措置済み５８、措置中２、措置予定２、検討中０、不措置０）
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措 置 状 況 一 覧 表

平成３０年度監査テーマ：試験研究機関について

Ⅰ 試験研究

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

試験研究機関共通

55-57 人材確保・育成 特定の分野の研究については、任期付研究員によって 特定分野の研究のため任期付き研究員をはじめとした研究 措置済み
55-57 対応することができ、また、対応するのが相当なものも 実施体制を確立するため、令和5年3月24日に徳島県立農林水

あると思われる。その必要性・相当性を確認した上で、 産総合技術支援センター外部評価委員会「試験研究部会」設
任期付研究員を採用し、多様な人材の確保に努めるべき 置運営要領を改定し、外部有識者で構成される試験研究部会
である。（意見－６） に、助言を求めることができるようにした。

（農林水産総合技術支援センター）

Ⅳ 公有財産管理（普通財産（土地））

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

農林水産総合技術支援センター

166-171 旧農業大学校（貸 違約金については、公序良俗に反しない程度に、それ 意見の趣旨を踏まえ、令和８年４月の契約更新の際には、 措置予定
55-57 付地：Ｖ社及び 相応の金額を設定し、契約違反行為を抑制する必要があ 違約金の規定内容について相手方と協議検討を行うこととし

Ｗ社との契約） る。 ている。
現在の契約書では当該年度の貸付料の１割に相当する （農林水産総合技術支援センター）

金額を違約金として定めているが、貸付料そのものが少
額となっているため、今後は違約金の算定方法を改正す
るか、あるいは具体的な金額を定めるべきである。（意
見－６２）


